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平成３０年度 施政方針 
１  予算編成の考え方  
平成３０年第１回市議会定例会において、平成３０年度当初予算関係議案のご審議

をお願いするにあたり、予算編成の考え方と施策の概要を申し述べ、議員各位並びに

市民の皆様のご理解とご協力をいただきたいと存じます。 

我が国経済は、景気の緩やかな回復基調が５年以上続き、国内総生産（GDP）や企

業収益は伸び、所得や雇用の環境も指標的に見れば一定の改善が見られています。し

かしながら、多くの国民にとっては、依然としてその恩恵効果を実感できる段階では

なく、今後、働き方改革や人材投資を通じ、更なる景気回復、成長と分配の好循環の実

現による地方経済の活性化を期待するところであります。また、政府は、昨年末「新し

い経済政策パッケージ」を定め、その中で、幼児教育・保育の無償化を掲げる一方、 

２０２０年度までに基礎的財政収支の黒字化を目指すという財政健全化目標を事実上

先送りしています。このことが、今後の、地方を含めた国全体の経済・財政にどのよう

な影響を及ぼすのか予断を許さない状況と認識しております。 

こうした経済状況の中、国の平成３０年度一般会計予算案は、社会保障関係費   

の伸びに伴い、総額９７兆７,１２８億円と過去最大となりました。経済再生と財政健

全化を両立し、「人づくり革命」や「生産性革命」をはじめ、現下の重要課題に重点化

した予算としています。 

入間市においても、こうした経済情勢や国の予算の動向を念頭に、第６次入間市総

合計画に基づき、前期基本計画及び行財政改革を推進しつつ、「充実した生活都市 入

間市」の実現に向けて各施策を推進してまいります。 

平成３０年度の入間市の財政状況は、歳入において市税が僅かに増額となるものの、

行政水準を維持し必要な施策を推進するためには、引き続き財源不足となる見込みで

あります。このため、臨時財政対策債や適債事業を活用し、さらに、財政調整基金から

の繰り入れにより財源不足の調整を図りました。 

歳出では、事業の必要性、緊急性、優先性などを考慮し編成しました。 

特に、投資的経費については、継続事業の市民体育館耐震補強等工事、小中学校屋
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内運動場非構造部材耐震化工事、防災行政用無線デジタル化移行工事など、実施計画

との整合性に配慮し、限られた財源の有効配分に留意しつつ、安全・安心な施設とす

るための事業を中心に推進を図っています。一方、経常的経費については、後期高齢

者医療療養給付費負担金が大幅な増額となり、障害児給付事業や生活保護費といった

扶助費も増額しています。そうした中でも、学童保育事業や放課後子ども教室の拡充

を図るほか、「元気な子どもが育つまち」を目指した各種事業を継続発展させ、子ども・

子育て支援の更なる充実を図っています。  
２  予算の規模  
平成３０年度の各会計別の当初予算案は、ただいま申し上げました基本的な考えの

もとに編成したもので、一般会計は、前年度対比１.５％増の４１３億１,5００万円と

しました。 

また、特別会計は、介護保険特別会計が保険給付費の伸びなどにより増額となって

いますが、国民健康保険特別会計が広域化に伴い大幅な減額となったことにより、前

年度対比９.４％減の２８２億２,１８２万２千円としました。 

この結果、一般会計と特別会計を合わせた予算総額は、前年度対比３.２％減の   

６９５億３,６８２万２千円としました。 

水道事業会計については、前年度対比１.８％減の４１億７,５６０万１千円、下水道

事業会計については、前年度対比２.６％増の３４億９,２２４万１千円としました。  
３  歳入の概要  
それでは、一般会計の歳入予算の主なものについて、ご説明申し上げます。 

市税については、景気の動向及び国の経済見通し等を勘案するとともに、税制改正

の内容を踏まえ計上しました。 

地方譲与税及び各種交付金については、前年度の交付実績及び国の「地方財政対策」

を勘案し計上しました。 

地方交付税については、自主財源の根幹である市税収入が僅かな増額にとどまる中、

前年度の交付実績及び国の「地方財政対策」を参考に、前年度対比７.２％減の１３億
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８,４００万円としました。 

国庫支出金、県支出金については、対象事業等の交付基準により計上しました。 

市債については、臨時財政対策債を見込むとともに、起債対象事業を十分精査し借

り入れを計上しました。その上で、さらに不足する財源については、財政調整基金か

ら１６億６,０００万円を繰り入れることにより補てんしました。 

これらの結果、平成３０年度一般会計当初予算案の総額を４１３億１,５００万円と

し、歳入の内訳としましては、 

市税       ２１０億５,１７２万４千円 

地方消費税交付金  ２４億１,４００万円 

地方交付税     １３億８,４００万円 

国庫支出金     ５５億１,８２８万８千円 

県支出金      ２４億９,９５０万１千円 

市債        ３１億９,１６０万円 

その他       ５２億５,５８８万７千円 

としました。  
４  施策の概要  
続いて、歳出について、第６次入間市総合計画に掲げる施策の大綱ごとに、重点施

策の概要を申し上げます。 

始めに、「つながりを大切にしたまちづくり」について申し上げます。 

人権施策の推進については、性的マイノリティへの理解をはじめ、多様な生き方を

尊重するための啓発を進めます。 

男女共同参画の推進については、「第４次いるま男女共同参画プラン」に基づき、男

女共同参画社会の実現を目指します。特に、女性の活躍を推進するための事業展開を

図ります。 

コミュニティ活動の充実については、自主的な運営が進められるよう区長会及び自

治会への支援を図り、市民活動団体と共に市民が主役のまちづくりを推進します。ま
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た、多言語による情報提供を行いながら、外国人市民のコミュニティ活動への参加を

促進してまいります。 

姉妹都市・友好都市との交流については、国際交流協会と連携して友好関係の充実

に向けた各種交流事業の推進に努めます。 

次に、「学びあいのまちづくり」について申し上げます。 

生涯学習の推進については、市民一人ひとりが学び続けることができるように、学

習情報の提供や、学習機会の充実に努めます。 

学校教育については、更なる学力の向上と定着を目指し、全小中学校へ教科指導員

を配置します。また、次期学習指導要領への対応や小学校外国語教育の充実のため英

語指導助手（ＡＥＴ）を増員します。さらに、きめ細やかな教育支援を継続するため子

ども支援員、介助員及びさわやか相談員を引き続き配置し、児童生徒一人ひとりを大

切にする教育を推進します。 

子ども未来室事業については、市内全小学校に小中一貫サポーターを配置し、小中

一貫教育を推進することにより、学力の向上や中1ギャップの解消を図ります。また、

ユニバーサルデザインの視点を取り入れた教育を展開し、だれにでも分かりやすい授

業づくりや教育活動の充実に努めます。 

学校施設については、小中学校に設置したエアコンの稼動、屋内運動場非構造部材

耐震化工事等、子どもたちへの教育環境向上につながる施設整備を進めるとともに、

老朽化している施設の適正な維持管理に努めます。 

学校給食については、安全・安心でおいしい給食の提供に努めます。また、自校給食

校の食器の変更について継続して推進します。 

社会教育事業については、人権教育の推進、家庭・地域の教育力の向上に努めます。 

放課後子ども教室については、市内全校での展開をめざし、実施校の拡充を図りま

す。 

博物館では、管理の一部に指定管理者制度を導入し、サービスの向上を図ります。

また、旧石川組製糸西洋館について、活用を図るため一般公開等を実施してまいりま

す。 
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図書館では、快適な読書環境の維持管理を図るとともに、市民ニーズや現代的・社

会的課題に対応した図書資料の充実に努めます。 

公民館では、市民の学習成果の発表の場として美術展や文化祭等を開催するととも

に、高齢者を対象とした事業、健康づくりを推進する事業、子育て支援事業、青少年の

体験活動事業等の充実に努めます。 

生涯スポーツを推進するため、学校、地域及び団体等との連携によるスポーツ、レ

クリエーション事業の充実を図ります。また、安全・安心な体育施設のために、市民体

育館の耐震補強等工事を昨年度に続き実施します。なお、プール事故の対策として、

運動公園プールのプールフロアの拡大等を行い、安全・安心なプール運営にも努めて

まいります。 

次に、「ささえあいのまちづくり」について申し上げます。 

地域福祉については、引き続き「第２次入間市地域福祉計画」に基づき、入間市社会

福祉協議会などとの連携を図りながら、福祉のまちづくりを進めるとともに「第3次

入間市地域福祉計画」の策定に取り組みます。 

生活支援については、生活困窮者自立支援事業の充実を図り、生活困窮者に対し生

活保護に至る前での自立に向け支援します。また、生活保護世帯の自立の助長を図る

とともに、適正給付に努めます。 

子ども・子育て支援については、「入間市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、

施設型給付、地域型保育給付を行うとともに、地域子育て支援拠点や学童保育室の整

備などを進め、地域子ども・子育て支援事業の充実に努めます。 

児童センターについては、指定管理者制度を導入し、子育て支援事業や中高生向け

の事業の充実を図ります。 

子どもや子育て家庭の生活環境等を把握するため、子どもの貧困の実態や子育て家

庭のニーズを調査し、子どもたちが健やかに育つまちづくりを目指します。 

多様化する家庭児童相談や児童虐待防止に対応するため、相談支援体制の強化を図

ります。 

また、子育て世代包括支援センターによる妊娠期からの切れ目のない支援を推進す



 - 6 - 

るとともに、妊産婦及び妊娠出産を希望する方の健康保持や相談支援の実施、乳幼児

の健やかな発育発達のための各種母子保健事業の充実を図ります。 

児童発達支援については、発達の遅れ又は障害のある児童に対する支援の充実を図

るとともに、児童発達支援センター開設を見据え、児童の発達に関する多様なニーズ

に対応する支援体制の整備に努めます。 

高齢者支援については、「入間市第８次高齢者保健福祉計画」に基づき、要援護者等

支援事業などを実施し、援護が必要な高齢者の生活の安定と介護者負担の軽減を図り

ます。老人福祉センターは、指定管理者と連携し、サービスの向上に努めます。 

障害者支援については、基幹相談支援センターを中心に相談支援体制の充実を図り、

障害者（児）の地域社会への定着と自立した生活を支援します。また、「第5期入間市

障害者福祉プラン」に基づき、継続性のある障害者福祉施策を推進してまいります。 

健康づくりの推進については、市民の主体的な健康づくりを推進するため、地域で

の健康づくり活動を支援します。また、保健師の地区担当制により地域の健康課題に

取り組むとともに、生活習慣病予防や病気の早期発見のため各種健康診査及び保健指

導についても、引き続き推進してまいります。なお、初期救急医療体制の整備につい

ては、狭山市と共同で一週間を通じた準夜間帯における初期救急患者への診療を引き

続き実施します。 

次に、「住みやすく緑豊かなまちづくり」について申し上げます。 

まず、入間市駅前側留保地については、一日でも早い利活用を図れるように、平成

２０年度に策定した留保地利用計画の見直しに向けて、前提となる基本方針の検討、

調査・研究に取り組みます。 

土地区画整理事業については、「狭山台土地区画整理事業」の完成を目指します。「武

蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業」は、早期完成に向けて事業の推進に努めます。「入間

市駅北口土地区画整理事業」は、黒須中央通り線周辺の建物移転や街路築造工事等を

実施します。また、「扇台土地区画整理事業」は、扇台愛宕公園線周辺の建物移転や街

路築造工事等の計画的な推進に努めます。 

道路については、上藤沢・林・宮寺間新設道路（市道幹６３号線）及び金子地区の市
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道Ｃ５１３号線の道路改良工事を実施します。 

不老川の浸水被害の軽減を図るため、埼玉県で実施する不老川緊急治水対策事業の

うち、県から受託した、不老橋、富士見橋の架け替えに伴う設計業務等を実施します。 

公園については、引き続き、施設の適正な維持管理に努めます。 

コミュニティバス（てぃーろーど及びてぃーワゴン）、路線バスをはじめとする地域

公共交通については、地域戦略の一環として、「入間市地域公共交通網形成計画」に基

づき、引き続き持続可能な公共交通を目指します。なお、再編後１年間は、市民の交通

動向を把握するための実証運行を行います。 

生活環境の維持と保全については、「第二次入間市環境基本計画」に基づき環境に配

慮した事務事業を展開するとともに、単独浄化槽やくみ取り便槽から合併浄化槽への

転換を促進し、生活排水による河川の水質汚濁防止に努めます。また、住宅用省エネ

ルギー設備設置費用の一部を助成し、地球温暖化対策を推進します。 

循環型社会の推進については、市民・事業者・行政の三者が協働で各種施策を展開

し、ごみの発生を最小限に抑えるとともに、ごみの減量・資源化を図ります。また、総

合クリーンセンターの長寿命化のため、基幹的設備の更新等を引き続き実施するとと

もに、新たな最終処分場の整備に向けて基本構想を策定します。 

自然環境の保全・活用については、加治丘陵の公有地化に努め、その管理を市民と

行政との協働で推進するとともに、（仮称）加治丘陵さとやま自然公園の整備を計画的

に進め、市民活用の促進を図ります。 

次に、「活気に満ちたまちづくり」について申し上げます。 

農業の振興については、農業生産団体への支援を継続し、認定農業者や新規就農者

などの担い手の確保に努めるとともに、効率的な農業の実施による生産性の向上や環

境への負荷を軽減する環境保全機能の向上を図る取り組みを支援します。また、農業

に対する市民の理解を深めるため、生産者と消費者の交流活動を推進します。 

商業の振興については、入間市商工会や商店街等を支援し、地域経済の振興に努め

ます。また、にぎわいのあるまちづくりのため、空き店舗活用創業支援事業に取り組

みます。 
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工業の振興については、市内中小企業等への支援を行うとともに、本市工業の発展

を目指して活動している工業会等への助成を引き続き行い、工業振興活動を支援しま

す。 

雇用の促進については、入間市ふるさとハローワークとの連携や就職支援セミナー

等により地域雇用の促進を図ります。 

中小企業の経営基盤の強化については、中小企業制度融資をあっせんし、中小企業

の活力ある活動を支援するほか、入間市商工会と連携して創業支援奨励金の支給等の

創業支援事業を行い、雇用の確保、地域活性化を図ります。 

観光の振興については、入間市観光協会を支援し、新たな魅力づくりやイベント等

で様々な地域資源を積極的に発信する事業を行うことにより、本市の魅力をアピール

します。 

市民文化の振興については、市民会館、産業文化センター、並びに文化創造アトリ

エの文化施設の整備充実を図ります。また、平成２９年度から引き続き、産業文化セ

ンターホールの非構造部材の耐震化及び設備更新のためのホール等改修工事実施設計

に取り組みます。 

入間万燈まつりについては、市を代表するまつりとして、市民との協働のまちづく

りイベントとして実施してまいります。 

次に、「安全で安心してくらせるまちづくり」について申し上げます。 

危機管理体制については、さまざまな危機への備えを充実させます。 

防災対策については、防災行政用無線のデジタル信号方式への移行のための送受信

局工事を引き続き実施します。また、入間市防災訓練の充実を図るとともに、各地区

の自主防災会活動を支援します。 

消防については、埼玉西部消防組合と密接な連携を図り、消防力の一層の向上に努

めます。 

消防団については、消防団員の処遇を充実させるとともに、安定した消防団活動の

ため、女性消防団員を含めた消防団員の募集に努め、地域防災力の向上を図ります。 

交通安全の推進については、交通死亡事故の撲滅を目指し、関係機関・団体と連携
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し、子どもや高齢者等の交通安全対策に努めます。また、交通安全施設の整備として、

道路標示や道路反射鏡等の整備を進めます。その他、高齢ドライバーによる交通事故

が多発しているため、平成３０年度から高齢ドライバーの運転免許証の自主返納を支

援する事業を実施いたします。 

防犯対策については、市民の防犯意識の高揚を図るとともに、各防犯関係機関・団

体とより密接な連携及び情報交換を図り、地域防犯活動の支援を行います。また、既

設の蛍光灯などの防犯灯をすべてＬＥＤ灯へ交換します。 

次に、「計画の実現に向けて」について申し上げます。 

広報活動として、広報いるま及び市公式ホームページ等を活用し、元気な入間の市

政情報を積極的に発信します。 

社会保障・税番号制度の運用にあたっては、引き続き特定個人情報の取り扱いに細

心の注意を払うとともに、情報セキュリティ対策に万全を期します。 

行政サービスの充実及び市民の日常生活における利便性向上のため、行政手続きの

電子化やワンストップサービスの実現に向けた情報通信技術（ＩＣＴ）の利活用に努

めます。 

市民活動団体を支援する中間支援組織との連携を密にし、市民との協働のまちづく

りを推進します。また、市民提案型協働事業を継続して実施し、協働事業の推進を図

ります。 

行財政運営については引き続き厳しい状況の中でありますが、第６次入間市総合計

画に基づく各種施策・事業の着実な実施に向けて、限られた財源を有効に活用し、推

進を図ってまいります。 

また、「行政サービスの最適化」を目指すため、「行政改革大綱」に掲げた「サービ

ス」「公共施設」「担い手」「事務事業」「組織機構」という基本的な視点に基づく具体的

取り組みを「実行計画」により着実に推進してまいります。 

「公共施設」については、適切な形で将来世代に引き継いでいくことを目的とする

「公共施設マネジメント」の取り組みを引き続き推進することとし、将来を見据えた

各施設の再整備･再配置･維持管理にかかる具体的な計画の策定を、市民の意向を踏ま
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えながら進めてまいります。また、耐震性能が不足している市庁舎Ａ・Ｂ棟と市民会

館・中央公民館についても、「公共施設マネジメント」の考え方に基づき、具体的な整

備計画について、検討を進めてまいります。  
以上が、施策大綱別の重点施策であります。  
５  特別会計・水道事業会計・下水道事業会計予算概要  
次に、特別会計、水道事業会計及び下水道事業会計の概要について申し上げます。 

「国民健康保険特別会計」 
国民皆保険の基盤である国民健康保険制度においては、「年齢構成が高く医療費水準

が高い」、「所得水準が低く保険料の負担が重い」などの課題を抱えており、各市町村

では大変厳しい財政状況が続いています。そのため、国民健康保険を持続可能な制度

として安定的に運営していくための改革が行われ、平成３０年度からは都道府県も保

険者として国保運営を担い、安定的な財政運営や効率的な事業の実施等について中心

的な役割を担うこととなります。 

この国保広域化に伴い、平成３０年度の国民健康保険特別会計における予算構成は

大幅な変更となり、予算規模も前年度対比１７.９％減の１５４億２,１８６万５千円と

しました。 

歳入の国民健康保険税については、平成２７年度に引き続いて実施する２回目の税

率改定による増収を見込むものの、被保険者の減少等に伴う減収の見込みが大きいこ

とから、前年度対比０.５％減の３２億３,６０１万７千円としました。また、一般会計

繰入金については、税率改定の効果等により前年度対比９.０％減の１０億７,８５０万

円となりました。 

歳出については、保険給付費について、被保険者の減少等により４.４％減の１０６

億４,７６１万３千円を見込みました。また、埼玉県が行う国保運営に要する費用の負

担分として、新たに国民健康保険事業費納付金４１億２,４６１万円を計上しました。 

平成３０年度は国民健康保険制度の大幅な改革の初年度となることから、県や他市

町村と連携を図りながら適切な運営を行うとともに、引き続き健全な事業運営に努め
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てまいります。  
「後期高齢者医療特別会計」 
後期高齢者医療制度は、平成２０年４月の制度開始から１０年が経過し、安定的な

事業運営がなされています。特別会計の内容は、市が収納した保険料等を広域連合納

付金として支出するのが主な事業となっており、平成３０年度の予算規模は、前年度

対比１１.８％増の１７億８,０３３万円としました。これは、高齢化の進行に伴う被保

険者の増加が主な理由です。  
「介護保険特別会計」 
介護保険制度は、制度開始から１８年が経過し、制度に対する市民の理解も深まっ

ています。しかしながら、急速な高齢化が進む中、介護サービス利用者の増加ととも

に、給付費も年々増加しています。こうした現状を踏まえ、新たに策定した「第７期介

護保険事業計画」に基づき、安定的なサービスの提供を図ります。介護保険料につい

ては、要介護認定者の増加やサービスの需要増に対応するための施設整備等による介

護サービス給付費の大幅な増加が見込まれますが、介護給付費準備基金の取り崩しに

より、基準額（月額）を４,９４０円としました。 

平成３０年度の予算規模は９８億３,２５２万７千円で、前年度対比４.４％の増とな

りました。これは要介護認定者の増加とともに、特別養護老人ホーム等の施設整備な

どに伴う給付費の伸びが主な理由です。なお、保険給付費は９１億５,５４８万７千円、

地域支援事業費は５億５,３９５万３千円としました。 

地域支援事業では、要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等と

なった場合においても、住み慣れた地域でいつまでも自分らしく生活できるよう、医

療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供され、高齢者を地域で支えていく体

制の構築を進めていきます。具体的には、市内9ヶ所の地域包括支援センターを核と

して、「入間市高齢者等地域ネットワーク推進会」などとの連携を図りながら、「介護

予防・日常生活支援総合事業」、「生活支援体制整備事業」、「在宅医療・介護連携推進事

業」、「認知症総合支援事業」、「地域ケア会議推進事業」を中心に取り組んでまいりま
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す。  
「武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計」 
武蔵藤沢駅周辺の市街地整備を目的とした本事業は、昭和６２年３月に事業認可を

受けて以来、建物移転、街路築造工事等を行い、事業も終盤を迎えております。 

平成３０年度の予算規模は、前年度対比６.６％減の９,８５０万円としました。 

主に、道路補修等の工事及び換地計画の作成等の委託事業を実施します。 

平成３０年度は、道路整備及び建物移転率１００％を目指し、早期の換地処分を目

標に計画的に事業を推進します。  
「入間市駅北口土地区画整理事業特別会計」 
入間市駅北口周辺の市街地整備を目的とした本事業は、平成１２年７月に事業計画

変更の認可を受けて以来、逐次仮換地指定を行い、建物移転、街路築造工事等を実施

しております。 

平成３０年度の予算規模は、前年度対比４.５％減の５億３,２００万円としました。 

主に、街路築造工事、宅地造成工事、黒須中央通り線、北口中央通り線周辺の建物移

転等を実施します。 

これにより、平成３０年度末における道路整備率は２６.３％、建物移転率は    

７１.３％になる見込みであります。  
「扇台土地区画整理事業特別会計」 
扇台地区の市街地整備を目的とした本事業は、平成５年９月に事業認可を受けて以

来、逐次仮換地指定を行い、建物移転、街路築造工事等を実施しております。 

平成３０年度の予算規模は、前年度と同額の５億１,6００万円としました。 

主に、街路築造工事、汚水管布設工事、扇台愛宕公園線周辺の建物移転等を実施し

ます。また、仮換地指定についても計画的に行います。 

これにより、平成３０年度末における道路整備率は４３.１%、建物移転率は    

３３.７％になる見込みであります。  
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「狭山台土地区画整理事業特別会計」 
狭山台地区の新市街地整備を目的とした本事業は、平成５年６月に事業認可を受け

て以来、建物移転、街路築造工事等を行い、事業も終盤を迎えております。 

平成３０年度の予算規模は、前年度対比７４.５％減の４,０６０万円としました。 

主に、緑地整備、道路補修等の工事及び換地処分に向けた業務委託事業を実施しま

す。 

既に、道路整備及び建物移転率１００％でありますので、平成３０年度の換地処分

を目指し事業を推進します。  
「水道事業会計」 
水道事業は、「入間市新水道ビジョン」に基づき、水道施設の維持管理や更新を適切

に行うとともに、効率的で安定した事業経営を確保するための取り組みを進めてまい

ります。 
また、水道事業と下水道事業を統合した組織体制の利点を活かし、より効率的な事

業の推進に努めてまいります。 

業務予定量は、給水戸数６万７,４００戸、年間総給水量１,７０２万２,３００立方メ

ートル、一日平均給水量４万６,６３６立方メートルとし、水道料金の対象となる有収

率を９６.０％、鍵山浄水場における自己水確保率を２０.０％としました。 

収益的収入は、前年度対比０.７％増の３１億３,８３０万３千円とし、このうち水道

料金については、使用者の節水努力や節水機器の普及による減少要因はあるものの、

最近の動向から横ばいで推移するものとみられ２６億２,５５８万４千円としました。 

収益的支出は、前年度対比４.１％増の２７億８,２１９万３千円とし、水道料金の徴

収業務、鍵山浄水場等の管理、県水の受水、漏水調査及び修理、量水器の検針及び取り

替えなどを行い、安全でおいしい水づくりを推進してまいります。 

なお、消費税及び地方消費税を除いた収益的収支については、当期純利益２億   

８,１１２万６千円を見込んでいます。 

資本的収入は、区画整理事業区域内における配水管工事負担金等を見込み、前年度
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対比２０.６％増の１億５,２２８万６千円としました。 

資本的支出は、前年度対比１１.９％減の１３億９,３４０万８千円を見込み、配水管

の布設及び布設替工事を行うなど、管路の更新を計画的に実施してまいります。 

なお、資本的収支の不足額１２億４,１１２万２千円については、損益勘定留保資金

等で補てんをします。  
「下水道事業会計」 
下水道事業は、「入間市下水道事業中長期経営計画」に基づき、下水道施設の維持管

理や更新を適切に行うとともに、効率的で安定した事業経営を確保するための取り組

みを進めてまいります。 

また、下水道事業と水道事業を統合した組織体制の利点を活かし、より効率的な事

業の推進に努めてまいります。 

 業務予定量は、水洗化戸数 5 万５ ,１１１戸、年間総排水量１ ,６０８万立

方メートル、１日平均排水量 4 万４ ,０５５立方メートルとしました。  

収益的収入は、前年度対比０.８％増の２４億２,６０４万６千円とし、このうち使用

料収入は、使用者の節水努力や節水器具の普及などによる減少要因はあるものの、最

近の動向から横ばいで推移するものとみられ１４億５,８９９万円としました。また、

一般会計からは、雨水整備等にかかる負担金として２億３,１８２万１千円、使用料収

入等で不足する経費を補助金として２億５,８１７万９千円、合わせて４億９,０００万

円を繰り入れます。 

収益的支出は、前年度対比１.３％減の２２億８,４１４万５千円とし、下水道施設の

維持管理や荒川右岸流域下水道維持管理負担金などを見込んでいます。 

なお、消費税及び地方消費税を除いた収益的収支については、当期純利益１億   

８３５万1千円を見込んでいます。 

資本的収入は、企業債３億１,６００万円の借り入れなど、前年度対比５９.０％増の

３億２,０００万３千円としました。 

資本的支出は、建設改良事業として汚水管渠布設工事や汚水管渠更生工事、また入

間市公共下水道管路施設ストックマネジメント基本計画及び総合地震対策計画策定の
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継続事業を実施するほか、企業債の償還金などで、前年度対比１１.０％増の１２億  

８０９万６千円としました。 

なお、資本的収支の不足額８億８,８０９万３千円については、損益勘定留保資金等

で補てんをします。 
 

以上、平成３０年度当初予算の編成に当たっての考え方と重点施策の概要について

ご説明申し上げました。 

これからの時代は国と同様、本市においても少子高齢化や人口減少の波という最大

の壁に立ち向う中で行政運営を行っていくことになります。 

そういった意味からも、第６次入間市総合計画に基づき、入間市の将来を見据えた

施策をより一層推進していく所存であります。 

特に、公共施設マネジメントは、入間市の未来を確かなものにする重要な取り組み

であり、「元気な子どもが育つまち」の実現に向け選択と集中による効率的な行財政運

営に全力で取り組む覚悟であります。 

このような厳しい壁を乗り越えるためには行政だけではなく、議員各位並びに市民

の皆さまのご協力が不可欠であり、市政運営にあたっては、引き続きご指導、ご協力

をお願い申し上げます。 

なお、この施政方針によりまして、議案第３４号から議案第４３号までの提案理由

の説明に代えさせていただきます。 

 

平成３０年２月２１日 

                         入間市長  田中 龍夫 


